
令和８年３月２５日 

保護者の皆様 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 札幌市立北光小学校 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 校長　橋　本　　隆 

校内への携帯電話の持ち込みについて 
 

　保護者の皆様におかれましては日頃から本校の教育活動に対しまして、深い御理解と御協力を

賜り心から感謝申し上げます。 

　さて、携帯電話の持ち込みについて、本校では、文部科学省の通知「学校における携帯電話の

取扱い等について」（令和２年７月３１日）に従い、校内への携帯電話の持ち込みについて規定を

設けています。 

 

学校における携帯電話の取扱い等について（通知） 令和2年7月31日 
（１）小学校 

① 携帯電話は、学校における教育活動に直接必要のない物であることから、小学校においては、 

学校への児童の携帯電話の持込みについては、原則禁止とすべきであること。 

② 携帯電話を緊急の連絡手段とせざるを得ない場合その他やむを得ない事情（例えば、登下校時 

の児童の安全確保や遠距離通学、公共交通機関を利用した通学のためなど）も想定されること 

から、そのような場合には、保護者から学校長に対し、児童による携帯電話（例えば、子供向 

け携帯電話やフィルタリングによる機能の制限を設けた携帯電話など）の学校への持込みの許 

可を申請させるなど、例外的に持込みを認めることも考えられること。このような場合には、 

校内での使用を禁止したり、登校後に学校で一時的に預かり下校時に返却したりするなど、学 

校での教育活動に支障がないよう配慮すること。 

　※小学校の場合は学校と住居がそれほど離れていない場合が多いため、遠距離で登下校の安全確保 

　　が困難であるということは想定されておりません。 

 

　上記通知に従い、本校では携帯電話の持ち込みを原則禁止としています。しかしながら、保護

者様の帰宅が遅くなり、放課後の児童預かり施設などと連絡をとらなければならない状況が増える

などしているため、やむを得ず緊急の連絡手段として携帯電話を児童に持たせる必要がある場合

のみ、学校長への申請により、例外的に携帯電話の持ち込みを許可します。 

【携帯電話の持ち込みを申請する方法】 

　担任から「携帯電話持ち込み申請書」を受け取るか、御家庭で学校ホームページよりダウンロー

ド・印刷のうえ、必要事項を記入し、学校へ御提出ください。なお、申請は年度ごとに必要となりま

すので、毎年度御提出をお願いいたします。 



札幌市立北光小学校における携帯電話の校内持ち込み申請書 
 

札幌市立北光小学校長　様 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日 

 

次の事項に同意することを条件に、保護者の責任の下、登下校中の子どもに携帯電話を所持させたい

ので申請書を提出します。 

 

＜申請理由＞ 

・携帯電話を持たせなければならない理由を記入してください。 

 

 

 

　 

 

＜同意確認事項＞ 

同意確認事項を読み、同意・確認できる項目の全てのチェックボックスへのチェク（ ✔ ）をお願いいたし

ます。全ての項目に同意いただけない場合は、校内に携帯電話を持ち込みすることは認められませ

ん。 

同　意　確　認　事　項 
保護者 

  ☑ 
児童 

☑ 
１ 登下校中は、携帯電話をかばんの中に入れ、災害時や犯罪に巻き込まれる等の緊急の

場合以外使用しません。 
□ □ 

２ 校内では、携帯電話をかばんの中に入れ、出したり、使用したりしません。 □ □ 

３ 
携帯電話の所持について学校のルール等が守れない場合、学校が携帯電話を預かり
保護者に返却する、一時的又は長期的に登下校中の所持を制限する等の学校の指導
に従います。 

□ □ 

４ 在校中は、緊急時の連絡も携帯電話を使用せず、学校を通して連絡を取ります。 □ □ 

５ 携帯電話の破損・盗難・個人情報の漏洩等については、保護者の責任とします。 □ □ 

６ 携帯電話の適切な使用や使用時間について、家庭でルールをつくり、適切に管理しま
す。 

□ □ 

　　 

年　　　組 

児童氏名　　　　　　　　　　　　　　　　保護者氏名　　　　　　　　　　印 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※本申請書を担任へ提出してください。 

札幌市立北光小学校における携帯電話の校内持ち込み申請書のコピーを返却いたします。令

和８年度（令和９年３月３１日）までの携帯電話の校内持ち込みを認めます。 

 

　　　　　　　　　　　　札幌市立北光小学校　校長　橋　本　　隆　　　　印 


